
千葉市条例第５９号 

千葉市農業者健康増進施設設置管理条例の一部を改正する条例 

千葉市農業者健康増進施設設置管理条例（昭和５９年千葉市条例第 

５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に

下線で示すように改正する。 

 



改正前 改正後   
 （使用の承認） 

第３条 健康増進施設○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を使用しようとする者

は、市長の承認を受けなければならない。 

２［略］ 

 

別表 

 多目的ホール使用料 

 （１）専用使用 

区分 午前９

時～正

午 

正午～

午後５

時 

午後５

時～午

後９時 

午前９

時～午

後５時 

正午～

午後９

時 

午前９

時～午

後９時 

農業

者 

３００円  ５２０円  ８６０円  ８６０円  １，２００円  １，４００円  

農業

者以

外の

者 

６４０円  １，１００円  １，７４０円  １，７４０円  ２，５００円  ２，８４０円  

 備考 ６月１日から９月３０日までの期間における午後９時から午後 

１０時までの使用については、２００円（農業者以外の者は、４２０

円）を加算した額とする。 

 （２）一般使用 

区分 ２時間まで 超過１時間につき 

農業者 ５０円 ２５円 

農業者以外の者 １００円 ５０円 

中・高校生 ５０円 ２５円 

［略］ 
 

 （使用の承認） 

第３条 健康増進施設（多目的ホール及び多目的グラウンドに限る。次

項、第７条第１項及び第１０条において同じ。）を使用しようとする者

は、市長の承認を受けなければならない。 

２［略］ 

 

別表 

 多目的ホール使用料 

 （１）専用使用 

区分 午前９

時～正

午 

正午～

午後５

時 

午後５

時～午

後９時 

午前９

時～午

後５時 

正午～

午後９

時 

午前９

時～午

後９時 

農業

者 

４１０円  ７１０円  １，１３０円  １，１３０円  １，６２０円  １，８４０円  

農業

者以

外の

者 

８３０円  １，４３０円  ２，２６０円  ２，２６０円  ３，２５０円  ３，６９０円  

 備考 ６月１日から９月３０日までの期間における午後９時から午後 

１０時までの使用については、２７０円（農業者以外の者は、５４０

円）を加算した額とする。 

 （２）一般使用 

区分 ２時間まで 超過１時間につき 

農業者 ６０円 ３０円 

農業者以外の者 １３０円 ６０円 

中・高校生 ６０円 ３０円 

［略］ 
   



附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の

使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 


